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 整備事業場所有車(代車)のレンタカー化を推進することを目的に、自家用自動車有償貸渡許可申請マニュアル（レンタカー事業

ニュアル）を作成いたしました。 

 また、廃棄物処理法施行規則が改正され、排出事業者に対する産業廃棄物管理票交付等状況報告が平成20年度から義務化

す。初年度は、平成19年度実績について、平成20年4月から6月までに報告を行うこととなりますが、電子マニュフェストを利用す

システム上で報告が行われ、紙による報告を必要としません。 

 これらの詳細につきまして、下記の日程で説明会を開催いたします。ご多用のこととは存じますが、是非ともご参加ください。 

 

 

 

１．説明内容 

  （１）レンタカー事業許可マニュアルについて 

  （２）産廃電子マニュフェストについて 

  （３）大型車のホイールボルト・ナットの損傷に係る点検について 

  （４）その他 

 

２．申し込み方法：受講申込書 に記入の上、ＦＡＸにてお申し込みください。  

 

３．受講料：無料 

 

４．お問い合わせ：振興会事業課 03-5365-2312 

 

 

 ■受講申込書   

 
 
 

■ 最新の記事 10件 ■ 

12/05  経済産業省、下請取引の適正化（親事業者の遵守すべき事項）を公表  

10/30  東京都の最低賃金は時間額739円です(平成19年10月19日改定)  

09/28  東京都、事業者を対象とした個人情報保護制度説明会開催（11/5）  

07/09  整備業界（自営業）の皆様のための自動車整備国民年金基金ご加入のおすすめ  

06/19  厚生労働省、最低賃金制度の周知広報を実施  

06/01  「レンタカー事業許可マニュアル」、産廃電子マニュフェスト等説明会のご案内  

05/15  PRTRの届出は済みましたか？  

03/20  平成18年度のPRTR制度による届出及び電子届出の利用について  

03/12  労働安全衛生法施行令の改正への対応について  

02/28  石綿健康被害救済のための一般拠出金の申告・納付のお知らせ  
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会場 

番号 
定 員 日 時 場 所 

１ 100名
6月21日（木） 

18:00～19:30 

社団法人東京都自動車整備振興会 

東京都渋谷区本町4-16-4 

交通：都営大江戸線西新宿５丁目 徒歩７分 

駐車場：なし

２ 150名
6月20日（水） 

18:00～19:30 

社団法人東京都自動車整備振興会多摩支所 

東京都国立市北3-29-8 

交通：立川駅北口下車 バス１２番乗場 北町行き・北町経由国立南口行き 多摩車

検場前下車 

駐車場：なし

(社)東京都自動車整備振興会と東京

ユーザー名:  パスワ
パスワード

member
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